
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

Ａ

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数については、令和６年４月１日現在の人数である。
　　　　　また、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員を含まない。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員の給与費が含まれているが、
　　　　  会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
　 　　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数。
　　　２ （　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を示す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した
　　　　　地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。
　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）により算出。）
　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、６０歳に達した日後の最初の４月１日以降に支給される
　　　　　給与月額について、本来の給与月額の７割水準に設定される職員を除いている。

　　　※令和７年４月１日のラスパイレス指数が、①３年連続で上昇している場合、②100を超えている場合について、
　　　　その理由（給与制度又はその運用を踏まえ記載すること）

　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

152,984 69,947,279

（令和７年１月１日） 　　　　　　Ａ

　　計　　Ｂ 給与費 　　　B/A 一人当たり給与費

令和６年度
人 千円 千円 　　　　　千円

刈谷市の給与・定員管理等について

区　　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

3,860,770 11,888,084 17.0 16.6

区　　分
職 員 数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）一人当たり （参考）類似団体平均

給　 料

令和５年度の人件費率

令和６年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円

　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

千円 千円 千円

1,165 3,916,288 1,426,572 1,802,380 7,145,240 6,133 6,455

職員手当 期末・勤勉手当

R4.4.1

99.6

（99.6）

R4.4.1

99.2
R4.4.1

98.7

R5.4.1

99.0

（99.0）
R5.4.1

99.0

R5.4.1

98.6

R6.4.1

99.2

（99.2）

R6.4.1

99.2

R6.4.1

98.6

R7.4.1

99.1

（100.0）

R7.4.1

99.2

R7.4.1

98.7

90

95

100

105

110

刈谷市 類似団体平均 全国市平均
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（４）社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

　　　　①給料表の見直し

[　実　施　]

　実施内容（実施（実施予定）時期、具体的な実施内容（未実施の場合には、その理由））

　　　　②地域手当の見直し

　実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（参考）

　　　　③その他の見直し内容

（５）特記事項

なし

扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）

国基準による支給割合

16% 16%

（給与表の改定実施時期）　令和７年４月１日

（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の号給をカットし、これらの級の初号の給料月額の
引上げを行うとともに、８級に隣接する級間での給料月額の重なりの解消等を実施。

（支給割合）国基準１5％に対し、刈谷市において１６％を支給。

（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１日時点は１３％、給与改定後は平成２７年４月に遡及
し１５％、平成２８年４月１日からは１６％を支給。

刈谷市の支給割合

令和６年度 令和７年度 令和８年度

各年度の支給割合

16% 15% 14%

16%

2



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

参考

Ａ/Ｂ

歳 人 円 円 円 ―

歳 人 円 円 円 歳 円 1.1

歳 人 円 円 円 歳 円 0.98

歳 人 円 円 円 歳 円 1.6

歳 人 円 円 円 ―

歳 人 円 円 ―

歳 人 円 円 円 ―

円 円

円 円

円 円

　　　　③教育職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
　　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を退いたもの）

　　　　　で算出している。

（２）職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

愛知県 41.7 333,651 444,313 387,988

国 41.9 332,237 ― 414,480

（国比較ベース）

刈谷市 39.7 321,000 453,765 404,445

対応する民間 平均年齢 平均給与月額

（Ａ） （国ベース） の類似職種 （Ｂ）

区　　分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

49.0 251,000

類似団体 42.5 333,442 426,672 379,882

公　　務　　員 民　　間(国ベース)

自家用乗用自動車運転者 60.2

廃棄物処理業 48.0 320,600

うち用務員 62.5 1 209,000 246,400 246,400 用務員

― ― ―

うち清掃職員 49.1 19 243,200 345,722 299,290

刈谷市 52.2 26 240,900 344,923 292,073

― ― ―

類似団体 49.6 72 306,178 352,076 328,829 ―

国 51.3 1,703 294,567 ― 337,907

253,900

愛知県 52.3 155 306,790 375,969 345,277 ― ― ―

うち自動車運転手 59.1 4 253,700 414,825 294,300

（Ｃ） （Ｄ）

― ―

参　考　年収ベース（試算値の比較）

区　　分 公務員 民間 Ｃ/Ｄ

3,729,800 3,395,700 1.10

うち清掃職員 5,456,164 4,457,900 1.22

うち用務員

刈谷市 ― ― ―

（国比較ベース）

刈谷市 50.9 362,000 516,300 511,700

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（令和４年～令和６年の３ヶ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては
　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

うち自動車運転手 6,227,400 3,335,600 1.87

一般行政職
大　学　卒 225,600 230,900 220,000

高　校　卒 194,500 199,100 188,000

愛知県 39.3 369,785 431,873 －

区　　　　　分 刈　谷　市 愛　知　県 国

414,533

高　校　卒 - - - -

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職
大　学　卒 283,221 361,569 390,631
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）

（注）１　刈谷市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な補職名である。

  

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号級の給料月額 最高号級の給料月額

　８　　級 監
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

19 2.7 458,300 488,500

　９　　級 部長・副部長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

16 2.3 510,200 540,900

　６　　級 主幹・課長補佐
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

62 8.7 355,200 415,700

　７　　級 課長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

29 4.1 408,300 450,900

　４　　級 係長・専門員
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

45 6.3 298,800 386,100

　５　　級 副主幹・係長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

70 9.8 321,300 398,200

　２　　級 主事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

164 23.1 230,000 308,500

　３　　級 主任主査・主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

222 31.2 265,300 354,700

　１　　級 主事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

84 11.8 183,500 258,100

１級

11.8%

１級

11.7%

１級

14.2%

２級

23.1%

２級

29.2%

２級

30.2%

３級

31.2%

３級

25.1%

３級

21.4%

４級

6.３%
４級

6.0%

4級

7.5%

５級

9.8%
５級

10.1%

５級

8.0%

６級

8.７%
６級

8.7%
６級

9.4%

７級 4.１% ７級 3.7% ７級…
８級 2.7% ８級 3.2% ８級 1.3%
９級 2.3% ９級 2.3% ９級 2.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）

（３）昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（刈谷市）

活用している昇給区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分

　上位、標準、下位の区分 〇 〇 〇

令和７年度中における運用 管理職員 一般職員

イ　人事評価を活用している 〇 〇

活用予定時期

　標準の区分のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない

　上位、標準の区分 〇

　標準、下位の区分
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４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

（２）退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 勤続２０年 月分

月分 月分

勤続３５年 月分 勤続３５年 月分

最高限度額 月分 最高限度額 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例加算

（3～45％加算） （3～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以降その者の非違によることなく退職した場合を含む。

（３）地域手当
（令和７年４月１日現在）

千円

 円

％ 人 ％

（注）地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　    地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　    （補正前のラスパイレス指数）×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。

刈　　　　　谷　　　　　市 愛　　　　　知　　　　　県 国

2.10

1.40 1.00 1.40 1.00 1.40 1.00

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）
―

1,624 1,884

2.50 2.10 2.50 2.10 2.50

○勤勉手当への人事評価の活用状況（刈谷市）

令和７年度中における運用 管理職員 一般職員

イ　人事評価を活用している 〇 〇

･管理職加算 ４～２５％ ･管理職加算 １０～２５％

･役職加算 ５～２０％ ･役職加算 ３～２０％ ･役職加算 ５～２０％

上位、標準の区分 〇

標準、下位の区分

活用している昇給区分 支給可能な区分 支給実績がある区分 支給可能な区分 支給実績がある区分

上位、標準、下位の区分 〇 〇 〇

19.6695 24.586875 月分 19.6695 24.586875 月分

活用予定時期

刈　　　　　　　　　　　谷　　　　　　　　　　　市 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

標準の区分のみ（一律）

ロ　人事評価を活用していない

2,997 20,821 千円

支給実績（令和６年度決算） 688,740

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 583,678

47.709 47.709 月分 47.709 47.709 月分

33.27075 月分

39.7575 47.709 月分 39.7575 47.709 月分

勤続２５年 28.0395 33.27075 月分 勤続２５年 28.0395

地域手当補正後ラスパイレス指数 100.0
（ラスパイレス指数） (99.1)

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 国の制度（支給割合）

全地域 16 1,180 15

（支給割合が、国の支給割合又は都道府県の人事委員
会が勧告した支給割合のいずれか大きい方の支給割合
を上回っている場合、その理由）

（国を上回る加算措置となっている場合、その理由）

支給割合が国の制度による支
給割合を上回る場合、その理
由

地域手当の趣旨は、地域の民間賃金水準を給与に反映し、職員の生活を支
えることにある。国が示す「大くくり化」は隣接自治体との均衡等を目的としてい
るが、昨今の物価高騰の中、支給率の引き下げは職員の生活基盤を損なう恐
れがあるため、本市では独自の地域属性を重視し、現行水準である16％を維
持することが適切であると判断した。
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（４）特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円 日額 円

千円 日額 円

千円 日額 円

１回 円

１回 円

１回 円

千円 日額 円

千円 日額 円

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（６）その他の手当（令和７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 104,232

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 3.1

手当の種類（手当数） ５種

支給実績（令和６年度決算） 4,065

３００

防疫手当 一般行政職

感染疾患者又は患畜に係る消毒作業 0 ３００

新型インフルエンザ等から市民の生
命及び健康を保護するために行わ

れた措置に係る作業
0 １，５００

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価

税務手当 税務職 租税等の滞納金の訪問徴収業務 37 ３００

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 436

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 392,438

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 412

有害物取扱手当 一般行政職 有毒ガスにさらされる危険のある公害調査等業務 0 ２３０

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 424,479

一般行政職
行路病人の収容作業 ２，５００

死体収容等の作業 ３，５００

道路上作業手当 技能労務職 道路修繕、道路舗装等の道路上の作業 1,208 ３００

不快手当

一般行政職
技能労務職

ごみの収集及び処理又は
下水道管内での清掃に従事する作

業
2,820 千円

１日の業務に従事する時間

５時間未満の場合　日額３５０円

５時間以上の場合　日額７００円

犬猫等の死体の収集作業

242,033

住居手当
（借家の場合）

16,000円を超える家賃の額に応じ
て、最高28,000円を支給

同じ 84,730 千円 281,493

（令和６年度決算）

扶養手当
配偶者3,000円、子1人につき11,500
円、配偶者以外の扶養親族1人につ
き6,500円を支給

同じ 90,520 千円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり
との異同 異なる内容 （令和６年度決算） 平均支給年額

0単身赴任手当

公所を異にする異動又は在勤する
公所の移転に伴い、転居し、やむを
得ない事情により同居していた配偶
者と別居し、単身で生活することを
常況とし、制限距離（60km）を満たす
職員に30,000円（距離が100km以上
である場合距離に応じ8,000円～
70,000円加算）を支給

同じ 0 千円

79,078

管理職手当
管理職の責任の度合いに応じて定
額支給

同じ 122,435 千円 906,925

通勤手当

交通機関利用者　運賃等相当額を
支給（上限150,000円）
自動車等使用車　通勤距離に応じ
て支給（上限55,000円）

一部異なる
自動車等使用
者の距離区分
及び支給額

79,710 千円
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５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

円

円

％

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
　　　　　　  勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 1,025,000 1,090,000

副 議 長 556,000 580,000 465,000

議 員 494,000 553,000 420,000

918,000

副 市 長 840,000 876,000 756,000

報

酬

議 長 598,000 645,000 520,000

任期ごと

副 市 長 840,000円×在職月数÷１２×３４５／１００ 11,592,000 任期ごと

備　　　　考

月分
議 員

退
職
手
当

市 長 1,025,000円×在職月数÷１２×５２５／１００ 21,525,000

期
末
手
当

市 長 　　（令和６年度支給割合）

副 市 長 3.45

議 長 　　（令和６年度支給割合）

副 議 長
3.45

地
域
手
当

市 長 　　（令和６年度支給割合）

副 市 長 16
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６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人
（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人
（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（２）年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

　

主 な 増 減 理 由
令和６年 令和７年

普通会
計部門

一
般
行
政
部
門

議 会 9 9

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

民 生 511 516 5 ・勤務条件改善による増員
衛 生 78 80 2 ・勤務条件改善による増員

総 務 209 213 4 ・勤務条件改善による増員
税 務 56 55 -1 人員転換

商 工 30 31 1 ・ステーションAi事業の推進
土 木 133 136 3 ・勤務条件改善による増員

労 働 2 1 -1 ・施設への正規職員の配置減員
農 林 水 産 20 20

消防部門
小　計 ＜参考＞

54.56
教育部門 117 121 4 ・勤務条件改善による増員

計 ＜参考＞
1,048 1,061 13 69.35

交 通

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

病 院
水 道 25 25

1,165 1,182 17 77.26
72.35

小　計 77 76 -1

下 水 道 19 19
そ の 他 33 32 -1 ・暫定再任用職員の補充を会計年度任用職員で対応したことによる減員

[　　　1,250　　　］ 82.23

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳

合　　計 1,242 1,258 16
＜参考＞

[　　　1,250　　　］

～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

人 人 人 人 人

2 88 213 175 166
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人

43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

36 1,258131 104 102 85 68 88

0
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8

10
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14

16

18
構成比

５年前の構成比

%
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（３）職員数の推移

（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

の増減数（率）

一般行政 936 973 1,003 1,021 1,048 1,061 125 ( 13.4%)

　　　　　　　　　年　　度

部　門　別
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

過去５年間

0

普通会計計 1,044 1,080 1,114 1,134 1,165 1,182 138

121 13 ( 12.0%)

消防 0 0 0 0 0 0

教育 108 107 111 113 117

( 12.6%)総合計 1,117 1,153 1,187 1,208 1,242

( 13.2%)

公営企業等会計計 73 73 73 74 77 76 3 ( 4.1%)

1,258 141

10



７　公営企業職員の状況

　水道事業

（１）職員給与費の状況

①決算

（注）資本勘定支弁職員に係る給与費80,115千円を含めない。

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

　　　２　職員数は、令和７年３月３１日現在の人数である。

　　　３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職員を含み、

           会計年度任用職員を含まない。

②特記事項

　なし

（２）職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

（３）職員の手当の状況

①期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和６年度支給割合） （令和６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）(  )内は、暫定再任用職員に係る支給割合である。

②退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 勤続２０年 月分

月分 月分

勤続３５年 月分 勤続３５年 月分

最高限度 月分 最高限度 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例加算 その他の加算措置 定年前早期退職特例加算

（3～45％加算） （3～45％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以降その者の非違によることなく退職した場合を含む。

区　　分 総 費 用 純 損 益 職 員 給 与 費
総 費 用 に 占 め る
職 員 給 与 費 率

（参考）
令和５年度の総費用に占める
職員給与費率

　　　　　　　　　　　％

2,760,308 -105,798 94,027 3.4 3.2

　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

令和６年度
　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

千円

25 108,064 17,327 41,065 166,456 6,658
令和６年度

人 千円 千円 　　　　　千円 千円

区　　分
職　員　数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）一人当たり

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 　　　B/A

１人当たり平均支給額（令和６年度） １人当たり平均支給額（令和６年度）

1,643 1,624

2.50 2.10 2.50 2.10

団体平均 45.8 345,838 524,813

刈　谷　市　水　道　事　業 刈　谷　市　一　般　行　政　職

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

刈谷市水道事業 37.5 369,185 554,853

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

19.6695 24.586875 月分 19.6695 24.586875 月分

刈　　谷　　市　　水　　道　　事　　業 刈　　谷　　市　　一　　般　　行　　政　　職

1.40 1.00 1.40 1.00

･役職加算 5～20％ ･役職加算 5～20％

- - 2,997 20,821 千円

47.709 47.709 月分 47.709 47.709 月分

33.27075 月分

39.7575 47.709 月分 39.7575 47.709 月分

勤続２５年 28.0395 33.27075 月分 勤続２５年 28.0395
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③地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

 円

％ 人 ％

④特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円

　円

　％

千円 日額 円

千円 日額 円

⑤時間外手当（令和７年４月１日現在）

千円

千円

千円

千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和５年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（４）その他の手当（令和７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

支給実績（令和６年度決算） 15,250

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 23,050

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 8.0

手当の種類（手当数） ２種

全地域 16 25 16

支給実績（令和６年度決算） 46

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 610,005

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給割合）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 419

支 給 実 績 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 9,254

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 令 和 ５ 年 度 決 算 ） 441

有害物取扱手当 一般行政職 毒物及び劇物を取り扱う水質検査 46 １００

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 10,915

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績（令和６年度決算） 左記職員に対する支給単価

道路上作業手当 技能労務職
道路上における配水管のせん孔、
漏水修理、路面復旧及び断・通水調
整業務

0 ３００

2,366 千円 107,550

住居手当
（借家の場合）

16,000円を超える家賃の額に応じ
て、最高28,000円を支給

同じ - 1,501 千円

異なる理由 （令和６年度決算）

扶養手当
配偶者3,000円、子1人につき11,500
円、配偶者以外の扶養親族1人につ
き6,500円を支給

同じ - 3,172 千円 244,021

手　当　名 内容及び支給単価
一般行政職 一般行政職

支給実績
(令和６年度決算）

支給職員１人当たり
の制度との の制度と 平均支給年額

異同

832,800

単身赴任手当

公所を異にする異動又は在勤する
公所の移転に伴い、転居し、やむを
得ない事情により同居していた配偶
者と別居し、単身で生活することを
常況とし、制限距離（60km）を満たす
職員に30,000円（距離が100km以上
である場合距離に応じ8,000円～
70,000円加算）を支給

同じ - 0 千円 0

管理職手当
管理職の責任の度合いに応じて定
額支給

同じ - 2,498 千円

250,200

通勤手当

交通機関利用者　運賃等相当額を
支給（上限150,000円）
自動車等使用車　通勤距離に応じ
て支給（上限55,000円）

同じ -
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